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北⻯町第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

  
１．目的 

平成 27 年に子ども・子育て支援法が施行され、市町村に「子ども・子育て支援事業計画」の策定が
義務づけられ、北⻯町でも令和 2 年度から令和 6 年度までの「第 2 期 北⻯町子ども・子育て支援
事業計画」を５か年計画で策定しており、本年度が最終年度になっている。 

 地域の多様な子育てニーズを把握し、住⺠の子育て支援に関する⽣活実態や意向について集計・分 
析を行い、町の課題を抽出し今後の方針や構想について様々な観点から検討しとりまとめる「北⻯ 
町第３期子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたり、⺠間事業者の有する知識・技術・経 
験等を活用し、円滑な業務遂行を図るため、本業務に最も適した事業者を公募型プロポーザル方式 
（以下「本プロポーザル」という。）により選定することを目的とする。 

 
２．業務概要 
（１）業務名 

北⻯町第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務（以下「本業務」という。） 
（２）業務内容 

北⻯町第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 
とする。 

（３）業務期間 
契約締結の日から令和７年３月３１日まで 
ただし、業務期間内に提出を求める成果品の一部等の納期限は協議により定める。 

（４）契約方法 
公募型プロポーザル方式による随意契約 

（５）事業費上限額 
本業務における事業費の上限額は5,335,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。 

（６）担当課 
   〒078-2512  北海道⾬⻯郡北⻯町字和11番地1 
      北⻯町役場住⺠課（担当者：中村） 

TEL  0164-34-2111 
FAX  0164-34-2117 
E-mail  s-nakamura@town.hokuryu.hokkaido.jp 
 

３．参加資格 
本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。 
（２）令和6年度北⻯町⼊札参加資格者名簿に登録されている者であること。 
（３）契約締結までのいずれかの日において、北⻯町から指名停⽌の措置を受けている期間がないこと。 
（４）会社更⽣法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更⽣手続開始の申立て又は⺠事再⽣法（平成 

11年法律第225号）の規定に基づく再⽣手続開始の申立てがなされていない者であること。 
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（５）暴力団員による不当な行為の防⽌等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力 
団員及び暴力団に該当しておらず、又は関係していない者であること。 

（６）本業務を遂行するために必要とされる業務経験を有し、地方公共団体等との同種または類似の事業 
実績があること。 

 
４．実施日程（予定） 

内 容 実施方法等 日 程 
通知・様式データ等の公表 北⻯町ホームページに掲載 令和6年5月13日（月） 

質問の受付 電子メール 
令和6年5月13日（月） 
〜令和6年5月17日（金） 

質問に対する回答 電子メール 令和6年5月20日（月） 
参加申し込み 
企画提案書等の提出 

郵送又は直接持参 
企画提案書はデータも提出 

令和6年5月20日（月） 
〜令和6年6月7日（金） 

プレゼンテーション審査 北⻯町すこやかセンター内  参加申込書へ別途通知致しま
す。 

結果通知 通知書郵送 令和6年6月中旬 
委託契約締結  令和6年6月中旬 
※日程は変更となる場合があります。 

 
５．参加手続等 
（１）提出書類 
  ① 参加申込書（様式１） 
  ② 誓約書（様式２） 

③ 法人等概要書（様式３） 
  ④ 業務経歴書（様式４） 
  ⑤ 業務実施体制調書（様式５） 

⑥ 企画提案書（任意様式） 
⑦ 業務工程表（様式６） 
⑧ 見積書（任意様式） 

（２）提出書類の作成 
  ① 法人等概要書（様式３） 

・令和6年４月１日時点の情報・数値とする。 
  ・売上高については、直近の事業年度の売上高とし百万円単位にて記載する。 
  ② 業務経歴書（様式４） 

・過去１０年間（平成年２６度〜令和５年度）の子ども・子育て支援事業計画やその他類似計画の 
策定業務について記載する。 

③ 業務実施体制調書（様式５） 
・２名以上記載し、本業務で担当する主な業務名・業務内容を記載する。 
・配置担当者について、仕様書「５．配置技術者」に定める管理技術者及び担当技術者について記 
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載する。 
   ・管理技術者が管理責任者となる場合は、管理責任者欄に記載し、管理責任者欄下段に（管理技術 

者）と記載する。 
  ④ 企画提案書（任意様式） 

・提出書類はＡ４横書きとする。ただし、必要に応じＡ３折り込みを可とする。 
・仕様書「６．業務内容」に定める業務すべてについて、具体的な提案を行うこと。 
・提案趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔にわかりやすく記載すること。 
・その他PR及び独自提案、追加提案がある場合は、別項目で記載するなど独自提案等とわかるよう 
記載すること。 

⑤ 業務工程表（様式6） 
・仕様書「６．業務内容」に定める業務ごとに各年度の業務工程と役割分担、回数等が具体的にわ 
かるよう記載すること。 

  ⑥ 見積書（任意様式） 
・各年度の具体的な積算内容を記載すること。 
・見積額は消費税及び地方消費税を含めた金額を記載し、消費税及び地方消費税は別途併記するこ 
と。 

（３）提出部数 
   ①・②は３部、③〜⑨は１０部とし、番号順にファイルにまとめて綴り提出すること。   
（４）提出期間 
   令和6年5月20日（月）午前９時から令和6年6月7日（金）午後５時まで 
（５）提出方法 
   郵送または直接持参にて提出すること。 
   企画提案書については、上記の他、データについても電子メールにて提出すること。 
（６）提出先 
   〒078-2512  北海道⾬⻯郡北⻯町字和11番地1 
      北⻯町役場住⺠課（担当者：中村） 

TEL  0164-34-7030（直通） 
FAX  0164-34-2117 
E-mail  s-nakamura@town.hokuryu.hokkaido.jp 

 
６．質問の受付及び回答 
  本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問票（様式7）を提出すること。 
（１）受付期間 
    令和6年5月13日（月）午前９時から令和6年5月17日（金）午後５時まで 
（２）提出方法 
   質問票（様式7）に必要事項を記⼊し、電子メールにて提出すること。 
   電子メール以外での質問（電話での問い合わせ等）については回答いたしません。 
（３）回答方法 
   質問及びその回答の内容は、令和6年5月20日（月）までに、参加申込者全員に対し、電子メー 

ルにて回答する。なお、質問者名は公表しない。 
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７．事業者の選定 
（１）審査方法 
  ① 北⻯町で設置する選考委員会において、審査及び選考を行う。 
   選考委員  5名（副町⻑・総務課参事・教育課⻑・住⺠課町・住⺠課⻑補佐） 

② 参加資格要件の確認、業務実施体制、企画提案書、見積書等による書類審査並びにプレゼンテーシ 
ョン内容を踏まえ、参加事業者毎に別紙「北⻯町子ども・子育て支援事業計画策定業務指名型プロ 
ポーザル選考評価基準」により総合的に審査し、委託事業者を選定する。 

（２）審査の日程等  
方  法 書類審査・プレゼンテーション 
日  時 審査資料の提出締め切り後、別途通知する。 
場  所 北⻯町すこやかセンター集団検診指導室（予定） 
実施時間 １事業者あたり３０分以内 

プレゼンテーション ２０分 
質疑応答      １０分 

出 席 者 １事業者あたり３名以内 
管理責任者となる者は出席 

順  序 企画提案書の提出順 
参加事業者ごとの開始時間は別途通知する 

そ の 他 必要機器（パソコン・プロジェクタ等）は各参加事業者で用意 
 
（３）プレゼンテーション 
    提出された企画提案書に基づき、プレゼンテーションを行う。 
      プレゼンテーションで使用する資料は、原則として参加者が提出した企画提案書及びそこに記載し 

た内容をスライド（パワーポイント等）にて表現したもののみとし、新たな内容の資料提示は認め 
ない。 

（４）審査結果 
  ① 審査結果については、選考委員会終了後、参加者全員に別途通知する。 
  ② 審査内容及び各参加者の企画提案内容、見積額等については非公開とする。 
  ③ 審査結果等に関する質疑及び異議申し立ては受け付けない。 
８．参加者の失格 

次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。 
（１）提出資料等が本要領の条件に適合しないもの。 
（２）本要領に指定する作成様式及び提案条件に適合しないもの。 
（３）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 
（４）虚偽の内容が記載されているもの。 
（５）参加資格を満たさなくなった場合。 
（６）審査結果に影響を与える不正な行為が行われた場合。 
（７）上記のほか、著しく信義に反する行為があった場合。 
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９．契約に関する基本的事項 
（１）本業務の委託事業者に選定された者と契約を締結する予定である。 
（２）本業務については原則仕様書のとおりだが、企画提案書等の内容により本業務の目的達成のため調 
  整が必要と認められた場合は、委託事業者と協議の上、仕様書の内容を変更することがある。 

 
10．その他留意事項 
（１）本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、すべて参加者の負担とする。 
（２）企画提案書、本プロポーザルにかかる全ての提出物は返却しない。 
（３）提出期限後の企画提案書の修正又は変更は原則として認めない。ただし、町が必要と認めるとき 

は、追加書類の提出を求める場合がある。 
（４）企画提案書に関する著作権は、北⻯町に帰属するものとする。 
（５）町に提出された書類等は、審査及び説明を目的とする場合、その写しを作成し使用することができ 

るものとする。 
（６）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、北⻯町情報公開条例（平成13年3月16日 

条例第4号）に基づき、提出された書類を公開することがある。 


